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○
下
水
道
経
営
の
健
全
化

　
町
で
は
、
下
水
道
使
用
料
の
引
上

げ
だ
け
で
は
な
く
、
下
水
道
経
営
の

改
善
の
た
め
、
職
員
の
適
正
配
置
、

工
事
等
で
発
生
し
た
土
の
再
利
用
や

マ
ン
ホ
ー
ル
等
の
小
型
化
に
よ
る
工

事
コ
ス
ト
の
縮
減
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
今
後
も
接
続
率
向
上
の
た
め
、
排

水
設
備
工
事
に
伴
う
奨
励
金
の
交
付

や
融
資
あ
っ
せ
ん
、
チ
ラ
シ
の
個
別

配
布
な
ど
を
行
い
、
普
及
活
動
に
努

め
ま
す
。

　
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

　
　
下
水
道
課

　
☎
内
線
２
１
４

○
下
水
道
の
役
割

　
下
水
道
は
、
清
潔
で
快
適
な
生
活

環
境
を
築
く
た
め
だ
け
で
は
な
く
、

河
川
や
海
な
ど
の
水
質
汚
濁
を
防
ぎ
、

貴
重
な
自
然
を
守
る
と
と
も
に
、
大

雨
に
よ
る
浸
水
の
防
除
な
ど
の
役
割

を
担
う
重
要
な
施
設
で
す
。

○
下
水
道
普
及
率
は
70
・
１
％

　
町
で
は
、
平
成
４
年
に
供
用
開
始

し
て
か
ら
23
年
が
経
過
し
、
平
成
26

年
度
末
の
下
水
道
普
及
率
は
70
・
１

％
と
な
っ
て
お
り
、
今
後
も
未
整
備

区
域
へ
の
整
備
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

○
下
水
道
使
用
料
９
％
引
上
げ

　
下
水
道
使
用
料
は
、
家
庭
や
事
業

所
な
ど
か
ら
出
る
汚
水
を
き
れ
い
に

す
る
た
め
の
下
水
処
理
場
や
下
水
管

の
維
持
管
理
費
、
こ
れ
ま
で
行
っ
て

き
た
下
水
道
建
設
に
要
し
た
借
入
金

を
返
済
す
る
費
用
に
充
て
ら
れ
て
い

ま
す
。　

こ
れ
ら
の
費
用
は
、
下
水
道
使
用

料
で
賄
う
こ
と
が
原
則
と
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
平
成
26
年
度
の
下
水
道
事

業
特
別
会
計
決
算
に
お
い
て
は
、
下

水
道
使
用
料
で
賄
う
べ
き
汚
水
処
理

費
（
5
億
6
，
9
3
6
万
円
）
の
う

ち
、
下
水
道
使
用
料
（
２
億
69
万
円
）

で
賄
っ
て
い
る
割
合
は
35
％
に
と
ど

ま
り
、
不
足
分
の
65
％
は
一
般
会
計

　
こ
の
た
め
、
一
般
会
計
か
ら
の
繰

入
金
（
税
金
）
を
少
し
で
も
減
ら
し
、

下
水
道
経
営
の
健
全
化
を
図
る
た
め
、

平
成
28
年
４
月
１
日
か
ら
下
水
道
使

用
料
の
平
均
９
％
引
上
げ
を
行
い
ま

す
。

　
　
　
　

 

（
表
１
・
表
２
参
照
）

か
ら
の
繰
入
金
（
税
金
）（
３
億
6
，

８
６
７
万
円
）
で
補
て
ん
し
て
い
る

経
営
状
況
で
す
。

（
図
１
参
照
）

　
広
報
３
月
号
と
と
も
に
、
平
成
28

年
度
ご
み
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
を
お
配

り
し
ま
す
。
年
間
の
ご
み
収
集
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
を
記
載
し
て
い
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
ご
み
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
は

半
年
ご
と
の
両
面
刷
り
（
表
面
４
月

〜
９
月
、
裏
面
10
月
〜
３
月
）
と
な

っ
て
い
ま
す
。
９
月
が
終
わ
っ
て
も

廃
棄
し
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
　
環
境
課
（
美
化
セ
ン
タ
ー
内
）

　
☎
（
72
）
４
４
３
８

平
成
28
年
度
ご
み
収
集
カ
レ
ン

ダ
ー
を
ご
活
用
く
だ
さ
い
！

下
水
道
使
用
料
を
改
定

　４
月
１
日
か
ら

　
　
　平
均
９
％
引
上
げ

問

改定率

8.97％

9.17％

9.40％

9.02％

8.84％
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8.74％

8.82％
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8.95％

－

改定料金

（円）
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222
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現行料金

（円）

1,516

109

117

133

147

161

183

204

226

6

差額

（円）

公衆浴場

汚水

16㎥までの分

16㎥を超え

40㎥までの分

40㎥を超え

60㎥までの分

60㎥を超え

80㎥までの分

80㎥を超え

100㎥までの分

100㎥を超え

200㎥までの分

200㎥を超え

1,000㎥までの分

1,000㎥を超え

2,000㎥までの分

2,000㎥を

超える分

基本料金

（表１）２か月当たりの公共下水道

　　　　使用料金表

(図１）平成26年度　下水道使用料で賄うべき汚水処理費とその財源

※下水道使用料で賄うべき汚水処理費（5億6,936万円）は､下水道使用料で賄うことが原則となってい

　ますが、実際は下水道使用料で賄っている割合は35％にとどまっています。

（消費税抜き）

(表２)公共下水道使用料新旧早見表(２か月･税込み)

※一般家庭において､２か月に40㎥排水する場合では、現

　行料金と比べ406円の増額となります。

【２か月で40㎥使用された場合の使用料計算例】

16㎥までの分 →基本使用料＝1,652円

16㎥を超え40㎥までの分

　　→(40㎥－16㎥)×119円＝2,856円

　　　計 1,652円＋2,856円＝4,508円

　　　消費税　4,508円×８％＝360円

　　　　　　　　(１円未満切り捨て）

　　　合計 4,508円＋360円＝4,868円

　　　　　　　　　　　　（406円増）

　　（現行料金）　　　　　 4,462円
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下水道使用料で賄うべき汚水処理費　5億6,936万円

一般会計からの繰入金（税金)

3億6,867万円（65％)

下水道使用料

2億69万円（35％)

問

下水道使用料で賄うべき汚水処理費の財源　5億6,936万円


